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添付法令資料 1： 

 

韓国商法（目次） 

2025年 7月 22日法律第 20991号により一部改正 2026年 7月 23日施行 

 

 

第 1編  総則 

第 1章  通則（第 1条ないし第 3条） 

第 2章  商人（第 4条ないし第 9条） 

第 3章  商業使用人（第 10条ないし第 17条） 

第 4章  商号（第 18条ないし第 28条） 

第 5章  商業帳簿（第 29条ないし第 33条） 

第 6章  商業登記（第 34条ないし第 40条） 

第 7章  営業譲渡（第 41条ないし第 45条） 

第 2編  商行為 

第 1章  通則（第 46条ないし第 66条） 

第 2章  売買（第 67条ないし第 71条） 

第 3章  相互計算（第 72条ないし第 77条） 

第 4章  匿名組合（第 78条ないし第 86条） 

第 4章の 2  合資組合（第 86条の 2ないし第 86条の 9） 

第 5章  代理商（第 87条ないし第 92条の 3） 

第 6章  仲介業（第 93条ないし第 100条） 

第 7章  委託売買業（第 101条ないし第 113条） 

第 8章  運送周旋業（第 114条ないし第 124条） 

第 9章  運送業（第 125条） 

第 1節  物件運送（第 126条ないし第 147条） 

第 2節  旅客運送（第 148条ないし第 150条） 

第 10章  公衆接客業（第 151条ないし第 154条） 

第 11章  倉庫業（第 155条ないし第 168条） 

第 12章  金融リース業（第 168条の 2ないし第 168条の 5） 

第 13章  加盟業（第 168条の 6ないし第 168条の 10） 

第 14章  債権買入業（第 168条の 11及び第 168条の 12） 

第 3編  会社 

第 1章  通則（第 169条ないし第 177条） 

第 2章  合名会社 

第 1節  設立（第 178条ないし第 194条） 

第 2節  会社の内部関係（第 195条ないし第 206条） 

第 3節  会社の外部関係（第 207条ないし第 216条） 

第 4節  社員の退社（第 217条ないし第 226条） 

第 5節  会社の解散（第 227条ないし第 244条） 
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第 6節  清算（第 245条ないし第 267条） 

第 3章  合資会社（第 268条ないし第 287条） 

第 3章の 2  有限責任会社 

第 1節  設立（第 287条の 2ないし第 287条の 6） 

第 2節  有限責任会社の内部関係（第 287条の 7ないし第 287条の 18） 

第 3節  有限責任会社の外部関係（第 287条の 19ないし第 287条の 22） 

第 4節  社員の加入及び脱退（第 287条の 23ないし第 287 条の 31） 

第 5節  会計等（第 287条の 32ないし第 287条の 37） 

第 6節  解散（第 287条の 38ないし第 287条の 42） 

第 7節  組織変更（第 287条の 43及び第 287条の 44） 

第 8節  清算（第 287条の 45） 

第 4章  株式会社 

第 1節  設立（第 288条ないし第 328条） 

第 2節  株式 

第 1款  株式及び株権（第 329条ないし第 360条） 

第 2款  株式の包括的交換（第 360条の 2ないし第 360条の 14） 

第 3款  株式の包括的移転（第 360条の 15ないし第 360条の 23） 

第 4款  支配株主による少数株式の全部取得（第 360条の 24ないし第 360

条の 26） 

第 3節  会社の機関 

第 1款  株主総会（第 361条ないし第 381条） 

第 2款  理事及び理事会（第 382条ないし第 408条の 9） 

第 3款  監査及び監査委員会（第 409条ないし第 415条の 2） 

第 4節  新株の発行（第 416条ないし第 432条） 

第 5節  定款の変更（第 433条ないし第 437条） 

第 6節  資本金の減少（第 438条ないし第 446条） 

第 7節  会社の会計（第 446条の 2ないし第 468条） 

第 8節  社債 

第 1款  通則（第 469条ないし第 489条） 

第 2款  社債権者集会（第 490条ないし第 512条） 

第 3款  転換社債（第 513条ないし第 516条） 

第 4款  新株引受権付社債（第 516条の 2ないし第 516条の 11） 

第 9節  解散（第 517条ないし第 521条の 2） 

第 10節  合併（第 522条ないし第 530条） 

第 11節  会社の分割（第 530条の 2ないし第 530条の 12） 

第 12節  清算（第 531条ないし第 542条） 

第 13節  上場会社に対する特例（第 542条の 2ないし第 542条の 13） 

第 5章  有限会社 

第 1節  設立（第 543条ないし第 552条） 

第 2節  社員の権利義務（第 553条ないし第 560条） 
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第 3節  会社の管理（第 561条ないし第 583条） 

第 4節  定款の変更（第 584条ないし第 597条） 

第 5節  合併及び組織変更（第 598条ないし第 608条） 

第 6節  解散及び清算（第 609条ないし第 613条） 

第 6章  外国会社（第 614条ないし第 621条） 

第 7章  罰則（第 622条ないし第 637条の 2） 

第 4編  保険 

第 1章  通則（第 638条ないし第 664条） 

第 2章  損害保険 

第 1節  通則（第 665条ないし第 682条） 

第 2節  火災保険（第 683条ないし第 687条） 

第 3節  運送保険（第 688条ないし第 692条） 

第 4節  海上保険（第 693条ないし第 718条） 

第 5節  責任保険（第 719条ないし第 726条） 

第 6節  自動車保険（第 726条の 2ないし第 726条の 4） 

第 7節  保証保険（第 726条の 5ないし第 726条の 7） 

第 3章  人保険 

第 1節  通則（第 727条ないし第 729条） 

第 2節  生命保険（第 730条ないし第 736条） 

第 3節  傷害保険（第 737条ないし第 739条） 

第 4節  疾病保険（第 739条の 2及び第 739条の 3） 

第 5編  海上 

第 1章  海上企業 

第 1節  船舶（第 740条ないし第 744条） 

第 2節  船長（第 745条ないし第 755条） 

第 3節  船舶共有（第 756条ないし第 768条） 

第 4節  船舶所有者等の責任制限（第 769条ないし第 776条） 

第 5節  船舶担保（第 777条ないし第 790条） 

第 2章  運送及び傭船 

第 1節  個品運送（第 791条ないし第 816条） 

第 2節  海上旅客運送（第 817条ないし第 826条） 

第 3節  航海傭船（第 827条ないし第 841条） 

第 4節  定期傭船（第 842条ないし第 846条） 

第 5節  船体傭船（第 847条ないし第 851条） 

第 6節  運送証書（第 852条ないし第 864条） 

第 3章  海上危険 

第 1節  共同海損（第 865条ないし第 875条） 

第 2節  船舶衝突（第 876条ないし第 881条） 

第 3節  海難救助（第 882条ないし第 895条） 

第 6編  航空運送 
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第 1章  通則（第 896条ないし第 898条） 

第 2章  運送 

第 1節  通則（第 899条ないし第 903条） 

第 2節  旅客運送（第 904条ないし第 912条） 

第 3節  物件運送（第 913条ないし第 920条） 

第 4節  運送証書（第 921条ないし第 929条） 

第 3章  地上第三者の損害に対する責任（第 930条ないし第 935条） 

附則 


